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町
で
は
、
私
立
高
校
に
通
学
し
て
い
る

生
徒
の
保
護
者
負
担
を
、
少
し
で
も
軽
減

す
る
た
め
の
授
業
料
補
助
制
度
が
あ
り
ま

す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
こ
の
制
度
を
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

授
業
料
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
次
の
条
件
に
い
ず
れ
も
該
当
す
る

方
で
す
。

①
十
月
一
日
現
在
、
私
立
高
校
の
全
日
制

課
程
（
通
信
制
・
定
時
制
お
よ
び
専
修
・

専
門
学
校
な
ど
は
含
ま
な
い
）
に
在
学

し
て
い
る
生
徒

②
十
月
一
日
現
在
、
生
徒
の
保
護
者
（
授

業
料
負
担
者
）
が
、
阿
久
比
町
に
住
所

が
あ
る
こ
と
。

□
補
助
金
額　

年
額
一
万
円

□
申
請
手
続

　

補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
十
月

三
日（
月
）か
ら
三
十
一
日（
月
）ま
で
（
土

曜
・
日
曜
・
祝
日
は
除
く
）
の
午
前
八
時

半
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
次
の
書
類
を
学

校
教
育
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
校
授
業
料
補
助
金
交
付
申
請
書

・
十
月
一
日
現
在
の
在
学
証
明
書

　

九
月
末
か
ら
左
記
学
校
で
申
請
書
を
配

布
し
ま
す
。（
そ
の
他
の
学
校
の
生
徒
は
、

学
校
教
育
課
の
窓
口
へ
）

愛
知
高
校
・
名
電
高
校
・
愛
産
大
工
業
高

校
・
淑
徳
高
校
・
愛
知
女
子
高
校
・
瑞
穂

高
校
・
桜
花
学
園
高
校
・
亨
栄
高
校
・
金

城
学
院
高
校
・
至
学
館
高
校
・
椙
山
女
学

園
高
校
・
星
城
高
校
・
聖
霊
高
校
・
大
成

高
校
・
大
同
高
校
・
滝
高
校
・
同
朋
高
校
・

名
古
屋
高
校
・
高
蔵
高
校
・
名
古
屋
工
業

高
校
・
名
女
大
高
校
・
南
山
高
校
・
日
福

大
学
付
属
高
校
・
春
日
丘
高
校
・
名
城
大

学
附
属
高
校

※　

学
校
で
授
業
料
の
納
付
を
全
額
免
除

さ
れ
て
い
る
生
徒
は
授
業
料
の
補
助
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※　

私
立
高
等
学
校
通
信
制
・
定
時
制
お

よ
び
私
立
専
修
・
専
門
学
校
な
ど
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
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「
み
ん
な
は
性
の
こ
と
ど
う
思
っ
て
い

る
だ
ろ
う
」
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
こ
と

は
な
い
で
す
か
。

　

大
学
生
と
一
緒
に
、
楽
し
く
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

□
主　

催

　

半
田
保
健
所

□
日　

時

　

九
月
十
七
日（
土
）　

午
後
一
時
半
〜

□
場　

所

半
田
保
健
所
（
半
田
市
出
口
町
１
‐　
４５

‐
４
）

□
テ
ー
マ
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考
え
よ
う　

今
と
未
来
の
私
と
あ
な
た

□
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

　

岐
阜
大
学
医
学
部
看
護
学
科
の
学
生

□
対
象
者
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半
田
市
、
阿
久
比
町
、
東
浦
町
、
武
豊

町
に
住
ん
で
い
る
中
学
校
二
年
生
、
三
年

生□
定　

員

　

三
十
人
（
先
着
順
）

□
費　

用　

無
料

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

半
田
保
健
所　

地
域
保
健
課

　

�（
２
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平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
麻
し
ん
・

風
し
ん
予
防
接
種
が
混
合
ワ
ク
チ
ン
で
二

回
接
種
に
変
わ
り
ま
す
。

　

接
種
年
齢
は
第
一
期
は
生
後
十
二
カ
月

か
ら
生
後
二
十
四
カ
月
ま
で
、
第
二
期
は

五
歳
か
ら
七
歳
ま
で
の
就
学
前
の
子
と
な

り
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
に
は
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※　

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
日

本
脳
炎
予
防
接
種
の
第
三
期
予
防
接
種

（
十
四
歳
か
ら
十
六
歳
未
満
の
者
）
は

廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
衛
生
課　
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１
２
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高
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
で
平
成
十

八
年
四
月
一
日
か
ら
、
年
金
支
給
開
始
年

齢
の
段
階
的
引
き
上
げ
に
あ
わ
せ
て
、
六

十
五
歳
（
※
１
）
ま
で
の
定
年
の
引
き
上

げ
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
な
ど
に
よ
る
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雇
用
措
置
を
と
る
こ
と
が
事
業
主
に
義
務

づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

定
年（
六
十
五
歳
未
満
の
も
の
に
限
る
）

の
定
め
を
し
て
い
る
事
業
主
に
つ
い
て
は

①　

定
年
の
引
き
上
げ

②　

継
続
雇
用
制
度
の
導
入

③　

定
年
の
定
め
の
廃
止

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
事
業
主
は
労
使
協
定
で
②
の
継

続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に

係
る
基
準
を
定
め
、
こ
の
基
準
に
基
づ
く

制
度
を
導
入
し
た
と
き
は
②
の
措
置
を

と
っ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

※
１　

こ
の
年
齢
は
年
金
（
定
額
部
分
）

の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
あ
わ
せ
、
平
成
二
十
五
年

四
月
一
日
ま
で
に
段
階
的
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

・
平
成
十
八
年
四
月
一
日
〜
平
成
十
九
年

三
月
三
十
一
日　
　
　

六
十
二
歳

・
平
成
十
九
年
四
月
一
日
〜
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日　
　

六
十
三
歳

・
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
〜
平
成
二
十

五
年
三
月
三
十
一
日　

六
十
四
歳

・
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
五
歳

　

次
の
と
お
り
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

□
日　

時

　

九
月
二
十
八
日（
水
）　

午
後
一
時
半

□
場　

所

　

半
田
市
福
祉
文
化
会
館（
雁
宿
ホ
ー
ル
）

□
問
い
合
わ
せ
先

　

半
田
公
共
職
業
安
定
所　

雇
用
指
導
官
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